
両立支援助成金･中小企業両立支援助成金の概事
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平成23年9月から､両立支援に取り組む事業主または事業主団体のみなさまへの助成制

度を以下のように再編しました｡支給機関･申請受付は､全て都道府県労働局になります｡
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事業所内保育施設設置.運営 等支援助成金 刋ｩ:ﾘ�(,ﾈ+ﾘ-�,ﾉ]ｸ支郢�ﾘ/�馼ｼh�>�,��ﾙ'ZI�ﾙ'ｪH補� 
宮を行う事業主または事業主団体に､その費用の一部 

を助成する制度 

子育て期短時間勤務支援 助成金 倬hｼh皦*ｨ抦ｧxﾕｨ��ｧy��抦ｴｹlﾘ馼ｼh皦,ﾓ8ﾜ笘-ﾈ,X,ﾂ� 
子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を 

設け､利用者が出たときo 
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代替要員確保コース 倬hｼh皦*ｨ支髦ｷ鮎h靖;竟(,ﾉ�9�iwh醜/�ｦﾙ]ｸ+ZH支髦ｷ�� 業取得者を原職等に復帰させたときo 

休業中能力アップコース 倬hｼh皦-ﾈ+ﾘ,ﾘ馼ｼh益&9�ﾈ*ｨ支髦ｷ鮎h-ﾈ+ﾘ,ﾘ櫁ﾎﾈｷ鮎b� 
取得者を円滑に職場復帰させることを目的とした能 

力の開発及び向上に関するプログラムを実施したと 

きo 

.継続就業支援コース 倬hｼh皦*ｨ支髦ｷ鮎h靖;竟(/�ﾋI�Y9�,兀ﾈｴ�+8+唏支髦ｷ�� 

業など職業生活と家庭生活との両立を支援するため 

の制度を利用しやすい職場環境の整備のため､研修等 

を実施したときo 

※初めて育児休業を終了した労働者が平成23年10月 

1日以降に出た事業主が対象であり､休業を終えた対 

象労働者を1年以上雇用していることが必要なため､ 

平成24年10月2日以降に支給申請が可能となりますo 

中小企業子育て支援助成金 傀�-�,H支髦ｷ鮎h/�靖;�+X+ﾙ┼:ﾘ�(*ｩ[ﾙ�ﾃ�吋紿ﾈ��� 
日以降に出た事業主が一定の要件を備えた育児休業 

を実施したときo※平成23年9月30日までに育児休業 

を終了した労働者までが対象となりますo 



■　助成金申請に当たっての留意事項　■

昏助成金は､雇用保険の適用事業主または事業主団体(以下r事業主等｣という｡)に

支給します｡

魯労働保険料を納入していない事業主等および過去に助成金に閑し不正行為を行な

った事業主等については､支給を受けられないことがあります｡

番地の助成金の受給状況等により､支給を受けられないことがあります｡

魯　支給申請において出勤簿･賃金台帳などの添付書類を求める場合があります｡

魯都道府県労働局長が､助成金の支給の決定までの間および支給終了後において必要

と認めるときは､調査の実施や確認資料の提出を求める場合があります｡

昏事業主等が､偽りその他不正の行為により助成金を受給した場合､受給すべき額を

超えて助成金を受給した場合などは､支給した助成金の全部または一部の返還を求

めます｡

酔　この助成金の内容は､平成24年度以降に変更がある可能性があります｡

藩申請総額が予算額を超過した場合､支給が次年度以降となる場合があります｡

昏　このパンフレットに記載しているものの他にも詳細な要件などがありますので､申

請前に都道府県労働局雇用均等室にご相鼓ください｡

奇　支給申請書は､厚生労働省のホームページ

( http://www,mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsuOl/02.html )

または都道府県労働局雇用均等室で入手できます｡


